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○関市新規林業就業者支援補助金交付要綱 

令和４年12月７日関市告示第365号 

関市新規林業就業者支援補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この告示は、適切な森林の経営管理を推進するため、林業事業体又は中濃森林組合（以下「対象事業体」という。）

に新規に就業する者に対し、就業してから一定の期間について関市新規林業就業者支援補助金（以下「補助金」という。）

を交付することにより、新たな林業の担い手を経済的に支援し、もって本市の豊かな森林環境の保全に資することを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 林業事業体 市内に事業所を有する者であって、森林技術者を雇用して森林における施業を行うものをいう。 

(２) 森林技術者 造林、保育、伐採その他の森林における施業に直接従事する労働者をいう。 

(３) 勤務月 第７条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた日が属する年度において対象事業体で勤務した月

（月の途中で就業し、又は離職した月を除く。）をいう。 

（補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

(１) 住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者であること。 

(２) 初めて第６条の規定による申請をした日が属する年度（３月２日から同月末日までの間に新規に対象事業体に就業

した場合は、当該申請をした日が属する年度の前年度）において新規に対象事業体に就業する者であること。 

(３) 新規に対象事業体に就業した日（以下「就業日」という。）において、45歳未満の者であること。 

(４) 就業日において林業に従事した期間が３年未満の者であること。 

(５) 就業日から３年以上継続して同一の対象事業体に勤務し、かつ、本市に居住する意思を有している者であること。 

(６) 週20時間以上の期間の定めのない雇用契約に基づいて対象事業体に就業している者であること。 

(７) 出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）別表第２の永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等若し

くは定住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第

71号）に定める特別永住者のいずれの在留資格も有していない外国人でないこと。 

(８) 市税、保育料、水道料金、下水道使用料その他市に納付すべき歳入金を滞納していない者 

（補助金の交付対象期間） 

第４条 補助金の交付対象となる勤務月は、就業日の属する月（月の途中で就業した場合は、翌月）（以下「就業月」とい

う。）から起算して３年を経過する月までの間にあるものとする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、勤務月１月につき25,000円とする。ただし、勤務月のうち、就業月から起算して１年を経過するま

での月にあっては、１月につき30,000円とする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、毎年度４月の末日まで（初めてこの条

の規定による申請をする場合は、就業日から30日以内。ただし、就業日が３月２日から同月末日までの間にある場合は、

就業日が属する年度の翌年度の４月中）に関市新規林業就業者支援補助金交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書

類を添付して、市長に申請しなければならない。 

(１) 関市新規林業就業者支援補助金に関する誓約書（別記様式第２号） 

(２) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定等） 

第７条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、関市新

規林業就業者支援補助金交付（不交付）決定通知書（別記様式第３号。以下「交付決定通知書」という。）により申請者

に通知する。 

２ 前項の規定により、補助金の交付決定の通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、申請の内容を変更しよう

とするとき又は対象事業体への就業を中止しようとするときは、関市新規林業就業者支援補助金交付申請変更等承認申請
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書（別記様式第４号）に交付決定通知書の写しを添付して、市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、当該申請を承認するかどうかを決定し、関市新規

林業就業者支援補助金交付申請変更等承認（不承認）通知書（別記様式第５号）により交付決定者に通知する。 

４ 市長は、第１項の規定による補助金の交付決定及び前項の規定による申請内容の変更の承認について条件を付けること

ができる。 

（実績報告等） 

第８条 交付決定者は、前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた日が属する年度の３月（当該年度における補助

金額の算定に係る最後の勤務月が３月でない場合は、当該勤務月の翌月）中に関市新規林業就業者支援補助金実績報告書

兼補助金精算報告書（別記様式第６号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

(１) 就業証明書（別記様式第７号） 

(２) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第９条 市長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額

を確定し、関市新規林業就業者支援補助金額確定通知書（別記様式第８号）により交付決定者に通知する。 

（補助金の交付等） 

第10条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後に、補助金を交付するものとする。ただし、市長が特に必要がある

と認めるときは、補助金の一部について概算払をすることができる。 

２ 前項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとする者は、第６条の規定により申請する際に、関市新規林業就

業者支援補助金交付申請書に概算払を必要とする理由を付して、市長に提出しなければならない。 

３ 交付決定者は、第１項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、関市新規林業就業者支援補助金精算（概算）

払請求書（別記様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付決定の取消し等） 

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、

又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。ただし、就業先の対象事業体の倒産、災害、病

気その他のやむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。 

(１) この告示の規定に違反したとき。 

(２) 偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受けたことが明らかになったとき。 

(３) 就業日から３年以上継続して同一の対象事業体に勤務しなかったとき。 

(４) 就業日から３年を経過する日前に市外へ転出したとき。 

(５) その他市長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、第９条の規定により交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金

が交付されているときは、期限を定めて、その返還をさせるものとする。 

３ 市長は、前２項の規定により、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若し

くは一部を返還させるときは、関市新規林業就業者支援補助金交付決定取消（返還）通知書（別記様式第 10号）により交

付決定者に通知する。 

（委任） 

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この告示は、令和４年12月７日から施行する。 
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別記様式第１号（第６条関係） 
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別記様式第２号（第６条関係） 
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別記様式第３号（第７条関係） 
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別記様式第４号（第７条関係） 
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別記様式第５号（第７条関係） 
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別記様式第６号（第８条関係） 
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別記様式第７号（第８条関係） 
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別記様式第８号（第９条関係） 
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別記様式第９号（第10条関係） 
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別記様式第10号（第11条関係） 

 


